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3日・文化の日　4日・振替休日　23日・勤労感謝の日

日 月 火 水 木 金 土

（霜月）NOVEMBER

11 2024（令和6年）

◆  11 月 の 税 務 と 労 務 11月

業務センターによる集約処理　国税庁では、申告書の入力処理などを「業務センター」
で集約処理する、税務署の内部事務のセンター化を順次進めており、令和8年には全て
の税務署を対象にセンター化が実施される予定です。センター化の対象となる税務署に
申告書や申請書を書面で提出する場合、業務センターに送付することとなります。

国　税／�10月分源泉所得税の納付� 11月11日
国　税／�所得税予定納税額の減額承認申請�

� 11月15日
国　税／�所得税予定納税額第2期分の納付

� 12月2日
国　税／�9月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 12月2日
国　税／�12月、3月、6月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合）� 12月2日
国　税／�3月決算法人の中間申告� 12月2日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告

（年3回の場合）� 12月2日
地方税／�個人事業税第2期分の納付�

� 都道府県の条例で定める日
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11 月号─2

　

事
業
者
は
、
労
働
災
害
が
生
じ
た

と
き
、健
康
診
断
を
実
施
し
た
と
き
、

安
全
管
理
者
等
を
選
任
し
た
と
き
等

に
は
、
各
種
の
届
出
・
報
告
を
す
る

こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ

れ
ら
の
手
続
き
の
一
部
は
、
令
和
７

年
１
月
１
日
か
ら
電
子
申
請
に
よ
り

行
う
こ
と
が
原
則
と
し
て
義
務
化
さ

れ
ま
す
。

　

今
回
は
、
労
働
安
全
衛
生
関
係
の

手
続
き
電
子
化
の
こ
と
に
加
え
、「
労

働
者
死
傷
病
報
告
」
の
概
要
を
併
せ

て
お
伝
え
し
ま
す
。

　

小
規
模
事
業
所
に
お
い
て
は
、
安

全
衛
生
関
係
の
手
続
き
を
把
握
し
て

い
な
か
っ
た
た
め
に
未
届
出
と
な
っ

て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
届
出
の
制
度
を
認
識
し
て

い
な
が
ら
意
図
的
に
労
災
発
生
時
の

手
続
き
を
行
わ
な
い
場
合
は
「
労
災

か
く
し
」
と
判
断
さ
れ
、
罰
則
に
つ

な
が
る
お
そ
れ
も
あ
り
ま
す
の
で
、

適
正
な
手
続
き
の
把
握
・
実
施
を
し

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

一
　
電
子
申
請
の
義
務
化

⑴　

電
子
申
請
義
務
化
の
背
景

　

労
働
安
全
衛
生
法
や
じ
ん
肺
法
等

に
お
い
て
は
、
労
働
者
の
被
災
状
況

や
健
康
状
態
、
事
業
者
が
講
ず
べ
き

措
置
の
実
施
状
況
等
を
把
握
し
、
法

令
で
定
め
ら
れ
た
義
務
等
の
履
行
の

確
保
等
に
つ
な
げ
る
た
め
、
事
業
者

に
各
種
の
報
告
義
務
を
課
し
て
い
ま

す
。
こ
の
報
告
に
基
づ
い
て
、
労
働

災
害
の
発
生
の
背
景
・
原
因
を
正
確

に
把
握
し
、
集
計
・
分
析
す
る
こ
と

で
、
労
働
災
害
の
防
止
対
策
の
検
討

等
に
役
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
報
告
は
、
す
で
に
電
子

申
請
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

書
面
に
よ
る
報
告
が
多
く
を
占
め
て

い
る
の
が
現
状
で
す
。

　

統
計
の
集
計
は
も
と
よ
り
、
報
告

内
容
の
誤
記
や
記
入
漏
れ
等
を
防
止

し
て
行
政
事
務
の
効
率
化
を
図
る
た

め
に
、
厚
生
労
働
省
の
「
オ
ン
ラ
イ

ン
利
用
率
引
上
げ
に
係
る
基
本
計

画
」
に
お
い
て
、
労
働
安
全
衛
生
法

の
規
定
に
基
づ
く
労
働
基
準
監
督
署

へ
の
報
告
の
う
ち
、
年
間
手
続
件
数

が
10
万
件
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
、

令
和
８
年
度
末
ま
で
に
オ
ン
ラ
イ
ン

利
用
率
を
20
％
ま
で
引
き
上
げ
る
こ

と
と
さ
れ
ま
し
た
。

⑵　

義
務
化
の
対
象
手
続
き

　

労
働
安
全
衛
生
関
係
の
う
ち
、
令

和
７
年
１
月
か
ら
電
子
申
請
が
義
務

化
さ
れ
る
の
は
、
報
告
数
の
多
い
次

の
８
つ
の
手
続
き
で
す
。
①
の
労
働

者
死
傷
病
報
告
で
は
報
告
事
項
の
追

加
も
行
わ
れ
て
い
ま
す（
後
述
）。

電
子
申
請
が
義
務
化
さ
れ
る

８
つ
の
手
続
き

①
　
労
働
者
死
傷
病
報
告

②
　
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
／

安
全
管
理
者
／
衛
生
管
理
者

／
産
業
医
の
選
任
報
告

③
　
定
期
健
康
診
断
結
果
報
告

④
　
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を

把
握
す
る
た
め
の
検
査
結
果

等
報
告
（
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ

ク
実
施
後
の
報
告
書
）

⑤
　
有
害
な
業
務
に
係
る
歯
科

健
康
診
断
結
果
報
告

⑥
　
有
機
溶
剤
等
健
康
診
断
結

果
報
告

⑦
　
じ
ん
肺
健
康
管
理
実
施
状

況
報
告

⑧
　
事
業
の
附
属
寄
宿
舎
内
で

の
災
害
報
告

⑶　

電
子
申
請
の
方
法

　

電
子
申
請
は
、
次
の
方
法
に
よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
e

−

G
o
v
電
子
申
請

・
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
の
届
出
、

申
請
等
帳
票
印
刷
に
係
る
入
力
支

援
サ
ー
ビ
ス

⑷　

経
過
措
置

　

申
請
者
が
電
子
申
請
を
行
う
端
末

等
を
所
有
し
て
い
な
い
な
ど
、
電
子

申
請
を
行
う
環
境
が
整
っ
て
い
な
い

場
合
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
当

分
の
間
、
経
過
措
置
と
し
て
書
面
に

よ
る
報
告
を
行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

二
　
労
働
者
死
傷
病
報
告

　

労
働
者
死
傷
病
報
告
は
、
労
働
者

が
労
働
災
害
等
に
よ
り
死
亡
し
、
ま

た
は
休
業
し
た
場
合
に
所
轄
労
働
基

準
監
督
署
長
に
提
出
す
る
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
報

告
に
関
す
る
注
意
点
を
見
て
い
き
ま

す
。

労働安全衛生手続
関係の一部の　　
電子申請義務化と
労働者死傷病報告
　　　　　の提出



3─ 11月号

⑴　

報
告
義
務
者

　

労
働
安
全
衛
生
法
等
の
報
告
は
、

一
定
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事

業
者
に
義
務
付
け
て
い
る
も
の
も
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
労
働
者
死
傷
病
報

告
は
、
使
用
す
る
労
働
者
数
に
関
わ

ら
ず
提
出
の
義
務
が
あ
る
こ
と
に
注

意
を
要
し
ま
す
。

　

労
働
者
死
傷
病
報
告
は
、
被
災
労

働
者
の
所
属
す
る
事
業
場
の
事
業
者

が
提
出
し
ま
す
注
。

　

な
お
、
労
働
者
が
被
災
し
た
事
故

現
場
が
建
設
現
場
等
で
、
会
社
の
事

務
所
が
あ
る
地
域
と
異
な
る
場
合
の

提
出
先
は
、
当
該
事
故
現
場
の
あ
る

地
域
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署

と
な
り
ま
す
。

注
　
派
遣
労
働
者
の
被
災

　
　

派
遣
労
働
者
の
被
災
に
つ
い
て

は
、
派
遣
元
お
よ
び
派
遣
先
の
双

方
が
そ
れ
ぞ
れ
所
轄
の
労
働
基
準

監
督
署
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

・
派
遣
元
は
、
派
遣
先
に
対
し
、

所
轄
の
労
働
基
準
監
督
署
に
提

出
し
た
労
働
者
死
傷
病
報
告
の

写
し
の
提
供
を
求
め
、
派
遣
先

か
ら
提
供
さ
れ
た
写
し
の
内
容

を
踏
ま
え
、
労
働
者
死
傷
病
報

告
を
作
成
し
、
派
遣
元
の
事
業

場
を
所
轄
す
る
労
働
基
準
監
督

署
に
提
出
し
ま
す
。

・
派
遣
先
は
、
労
働
者
死
傷
病
報

告
を
作
成
し
、
派
遣
先
の
事
業

場
を
所
轄
す
る
労
働
基
準
監
督

署
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
写
し
を
派
遣
元
に
提
供
し
ま

す
。

⑵　

報
告
書
を
提
出
す
る
と
き

　

労
働
者
が
労
働
災
害
そ
の
他
就
業

中
ま
た
は
事
業
場
内
も
し
く
は
そ
の

附
属
建
設
物
内
に
お
け
る
負
傷
、
窒

息
又
は
急
性
中
毒
に
よ
り
死
亡
し
、

ま
た
は
休
業
し
た
と
き
に
提
出
し
ま

す
。

　

休
業
が
な
い
場
合
や
事
業
場
敷
地

外
で
生
じ
た
通
勤
災
害
の
よ
う
に
提

出
を
要
し
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
の

で
、
提
出
に
あ
た
り
疑
義
が
生
じ
た

と
き
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
等

に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

⑶　

報
告
様
式
と
提
出
期
限

　

休
業
日
数
に
よ
っ
て
使
用
す
る
報

告
様
式
、提
出
期
限
が
異
な
り
ま
す
。

①　

死
亡
ま
た
は
休
業
４
日
以
上

　
　
「
様
式
第
23
号
」
と
表
示
さ
れ

た
様
式
を
用
い
ま
す
。

　
　

提
出
期
限
は
、災
害
発
生
後「
遅

滞
な
く
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
明

確
に
「
◯
日
以
内
」
と
す
る
定
め

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
災
害
発
生
か

ら
１
か
月
以
上
経
過
し
て
提
出
を

す
る
場
合
は
、
報
告
の
遅
延
理
由

書
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
で
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に

提
出
し
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

②　

休
業
４
日
未
満

　
　
「
様
式
第
24
号
」
と
表
示
さ
れ

た
様
式
を
用
い
ま
す
。

　
　

提
出
期
限
は
、
災
害
の
発
生
時

期
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

・
１
〜
３
月
の
災
害
…
４
月
末
日

・
４
〜
６
月
の
災
害
…
７
月
末
日

・
７
〜
９
月
の
災
害
…
10
月
末
日

・
10
〜
12
月
の
災
害
…
翌
年
の
１

月
末
日

⑷　

改
正
に
よ
る
報
告
事
項
の
追

加
・
変
更

　

令
和
７
年
１
月
以
降
は
、
電
子
申

請
の
義
務
化
の
ほ
か
、
労
働
者
死
傷

病
報
告
の
報
告
内
容
の
改
正
も
行
わ

れ
ま
す
。

①　

コ
ー
ド
入
力
方
式
へ
の
変
更
・

記
載
欄
分
割

　
　

詳
細
な
業
種
や
職
種
別
の
集
計

や
、
災
害
発
生
状
況
や
要
因
等
の

的
確
な
把
握
を
容
易
と
す
る
た
め

の
様
式
変
更
が
行
わ
れ
ま
す
。

②　

休
業
４
日
未
満
の
災
害
に
係
る

報
告

　
　

様
式
上
、
明
確
に
記
入
欄
が
設

け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
次
の
事
項

が
報
告
事
項
に
追
加
さ
れ
ま
す
。

・
労
働
保
険
番
号

・
被
災
者
の
経
験
期
間

・
国
籍
、
在
留
資
格

・
親
事
業
場
等
の
名
称

・
災
害
発
生
場
所
の
住
所　

等

⑸　

労
災
か
く
し

　

労
働
者
死
傷
病
報
告
の
提
出
を

怠
っ
た
違
反
行
為
が
、
単
な
る
書
類

の
提
出
漏
れ
で
は
な
く
、
労
災
事
故

を
隠
そ
う
と
い
っ
た
事
業
者
の
明
白

な
意
図
が
あ
る
場
合
の
こ
と
を
、
厚

生
労
働
省
や
労
働
局
等
で
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
上
に「
労
災
か
く
し
」と
表
記

し
、注
意
喚
起
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

労
災
か
く
し
に
よ
り
、
災
害
原
因

の
究
明
や
対
策
が
行
わ
れ
な
く
な
る

こ
と
や
、
被
災
し
た
労
働
者
へ
の
災

害
補
償
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
等
の
弊

害
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
、

事
業
者
に
対
し
て
は
50
万
円
以
下
の

罰
金
刑
が
科
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

　

不
明
点
に
つ
い
て
は
、
所
轄
労
働

基
準
監
督
署
へ
の
相
談
を
行
う
こ
と

等
に
よ
り
適
正
な
報
告
を
実
施
し
て

い
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。



11 月号─4

　年次有給休暇は、1日単位での取得が原
則ですが、所定の要件を満たすことにより、
時間単位（以下「時間単位年休」と表記）で
付与することも可能です。
　時間単位年休を導入するには、労働者の
過半数で組織する労働組合があればその組
合と、ない場合は労働者の過半数を代表す
る者との間で、次の事項を定めた書面によ
る協定（労使協定）を締結したうえで実施
します。また、常時使用する労働者数が
10人以上の事業場においては、就業規則
への記載および変更の届出も要します。
①　時間単位年休の対象労働者の範囲
　　一部の者を対象外とするのは「事業の
正常な運営を妨げる場合」に限られます。

②　時間単位年休の日数
　　1年に「5日」以内の範囲で、時間単位
年休を取得できる日数を定めます。

　　「半日」単位の年次有給休暇には日数

の上限が定められていませんが、時間単
位年休は上限（5日分）が設けられている
ことに注意を要します。
③　時間単位年休1日分の時間数
　　1日分の年次有給休暇が何時間分の時
間単位年休に相当するかを定めます。そ
の際、1時間に満たない端数がある場合
は時間単位に切り上げます（例：所定労
働時間が1日7時間30分の場合は、1日
分の年次有給休暇を「8時間」として時間
単位年休を利用できる時間数を算出）。
　　日によって所定労働時間数が異なる場
合は、1年間における1日平均所定労働
時間数（決められていない場合は決めら
れている期間における1日平均所定労働
時間数）に基づいて定めます。
④　1時間以外の時間を単位として与える
場合の時間数
　　例えば、「2時間」単位など1日の所定
労働時間数を上回らない整数の時間単位
を定めます。

　雇い入れている労働者について、雇用保
険の加入手続きが済んでいるか否かは、事
業所の所在地を管轄するハローワークに対
して「雇用保険適用事業所情報提供請求書」
を提出することにより確認することができ
ます（※1、※2）。
　請求をした事業所には、被保険者の氏名
や資格取得年月日が記載された「事業所別
被保険者台帳」が、書面または持参した
USB（※3）により提供されます。
　確認した結果、雇用保険の手続き漏れが
判明した場合、遡って被保険者資格取得届
の手続きを行うこともできますが、遡るこ
とができるのは2年前までとなります。
※１	　請求の際、雇用保険適用事業所台帳や労働保険
の年度更新の控えなど、事業所情報が分かるもの
を求められます。

※２	　電話による加入状況の問い合わせは、個人情報
保護の関係で回答を得ることができません。

※3	　USBの機能により提供を受けられないものもあ
ります。ハローワークにてご確認ください。

〈雇用保険〉加入状況の確認方法　
結
婚
に
よ
り
氏
名
や
住
所
が
変

わ
っ
た
と
き
の
手
続
き
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
と
基
礎
年
金
番
号
の
結
び
つ

き
の
状
況
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

　
結
び
つ
い
て
い
る
被
保
険
者
は
、

氏
名
お
よ
び
住
所
変
更
の
届
出
は
不

要
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す
が
、
結
び
つ
い
て
い
な
い
被

保
険
者
や
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
有
し

て
い
な
い
海
外
居
住
者
、
短
期
在
留

外
国
人
が
氏
名
や
住
所
を
変
更
し
た

場
合
は
、
氏
名
変
更
・
住
所
変
更
の

届
出
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
事
業
所
の
医
療
保
険
の
保

険
者
が
「
健
康
保
険
組
合
」
の
場
合

は
、
各
健
康
保
険
組
合
に
手
続
き
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
基
礎
年
金
番
号

と
の
結
び
つ
き
の
状
況
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
収
録
状
況
）は
、「
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
」
や
お
近
く
の
年
金
事
務
所

で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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厚
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金
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険
〉結
婚
等
に
よ
る
氏
名
・
住
所
の
変
更
手
続
き

年次有給休暇の時間単位付与


